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高
齢
に
な
る
と「
介
護
費
」だ
け
で
な
く

「
医
療
費
」も
か
か
る

　

介
護
は
、
病
気
や
入
院
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
厚
生
労
働
省
の
「
国
民
生
活

基
礎
調
査
（
平
成
28
年
）」
に
よ
る
と
、
介
護
が

必
要
と
な
っ
た
主
な
原
因
は
、「
そ
の
他
・
不
明
・

不
詳
」
を
除
く
と
、「
認
知
症
」
が
最
も
多
く
、

次
い
で
「
脳
血
管
疾
患
（
脳
卒
中
）」「
高
齢
に
よ
る

衰
弱
」
の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
【
図
表
１
】。

　

男
女
別
で
み
る
と
、男
性
は
「
脳
血
管
疾
患
（
脳

卒
中
）」
の
方
が
「
認
知
症
」
よ
り
も
多
く
な
っ

て
い
ま
す
が
、
認
知
症
の
中
に
は
、
脳
卒
中
が
要

因
で
現
れ
る
血
管
性
認
知
症
が
約
２
割
を
占
め
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
脳
卒
中
で
急
に

倒
れ
て
、
救
急
車
で
急
性
期
病
院
に
搬
送
。
一
命

は
取
り
留
め
た
も
の
の
、
半
身
不
随
に
な
っ
て
、

要
介
護
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス

も
珍
し
く
な
い
の
で
す
。

　

と
な
る
と
、
介
護
が
始
ま
る
前
に
、
す
で
に
医

０
万
円
の
自
己
負
担
、
３
割
負
担
な
ら
３
９
０
万

円
の
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。
医
療
費
と
し
て
、

３
０
０
～
４
０
０
万
円
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、「
国
民
医
療
費
の
概
況
（
平
成
30
年

度
）」
で
は
、
人
口
１
人
当
た
り
国
民
医
療
費
が
、

65
歳
未
満
・
男
性
18
万
９
５
０
０
円
、
女
性
18
万

７
１
０
０
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、

65
歳
以
上
・
男
性
79
万
６
６
０
０
円
、
女
性
69
万

４
３
０
０
円
と
、
本
格
的
な
年
金
生
活
に
入
る

65
歳
以
降
に
な
る
と
、
医
療
費
が
65
歳
未
満
に
比

べ
て
４
倍
前
後
に
急
増
し
ま
す
。
な
お
、
こ
こ
に

市
販
の
医
薬
品
の
購
入
費
用
や
予
防
接
種
な
ど

保
険
適
用
外
の
費
用
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
介
護
費
用
は
、
ど
の
程
度
か
か
る
の
で

し
ょ
う
か
？　

生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
の
調
査

に
よ
る
と
、
介
護
期
間
（
現
在
介
護
を
行
っ
て
い

る
人
は
、
介
護
を
始
め
て
か
ら
の
経
過
期
間
）
は

平
均
54
・
５
カ
月
（
４
年
７
カ
月
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
介
護
に
要
し
た
費
用
（
公
的
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
担
費
用
を
含
む
）
は
、

療
費
が
か
か
っ
て
く
る
可
能
性
が
高
く
、
医
療
費

だ
け
で
、
貯
金
が
底
を
つ
い
た
と
い
う
こ
と
が
な

い
よ
う
に
備
え
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
、
医
療
費
の
負
担
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
「
生
涯
医
療
費
（
平

成
29
年
度
）」
に
よ
る
と
、
一
生
の
う
ち
に
か
か
る

生
涯
医
療
費
の
平
均
は
、
男
性
２
６
２
２
万
円
、

女
性
２
８
３
１
万
円
で
す
。
こ
の
う
ち
半
分
が
、

70
歳
以
降
で
か
か
り
ま
す
。
実
際
の
自
己
負
担
額

は
年
齢
と
年
収
に
よ
り
１
～
３
割
と
な
り
ま
す

し
、
医
療
保
険
の
高
額
療
養
費
制
度
な
ど
を
適
用

す
れ
ば
、負
担
は
か
な
り
軽
減
で
き
る
は
ず
で
す
。

　

と
は
い
え
、
国
民
医
療
費
の
増
加
を
受
け
、
政

府
は
、
75
歳
以
上
の
負
担
割
合
を
、
所
得
に
よ
っ

て
１
割
か
ら
２
割
へ
と
引
き
上
げ
る
方
針
を
決
め

て
い
ま
す
。
負
担
増
と
な
る
目
安
は
、「
年
金
収
入

と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
」
が
、
単
身
世
帯
で

２
０
０
万
円
以
上
、
２
人
以
上
の
世
帯
で
３
２
０

万
円
以
上
で
す
。
仮
に
、
70
歳
以
降
の
総
医
療
費

が
１
３
０
０
万
円
の
場
合
、
２
割
負
担
な
ら
２
６
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医
療
費
と
介
護
費
が
重
な
っ
た
ら

—
—

  
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
、

民
間
保
険
の
活
用

介
護
と
家
計
を
考
え
る　＞＞＞　

第
１
回
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住
宅
改
造
や
介
護
用
ベ
ッ
ド
の
購
入
な
ど
の
一
時

費
用
の
合
計
が
平
均
69
万
円
、
月
々
の
費
用
が
平

均
７
・
８
万
円
で
す
。
こ
の
金
額
を
介
護
期
間
の

平
均
で
計
算
す
る
と
、
ト
ー
タ
ル
で
４
９
４
・
１

万
円
と
な
り
ま
す
。

　

基
本
的
に
、
介
護
の
費
用
は
、
在
宅
で
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
や
老
人
保
健
施
設
、
介
護
付
き
有
料

度
額
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
額
以
上
は
支
払

う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

新
し
く
導
入
さ
れ
た
合
算
療
養
費
で
は
、
さ
ら

に
、
同
じ
世
帯
で
医
療
と
介
護
の
両
方
を
利
用
し

た
場
合
に
、「
年
単
位
」
で
自
己
負
担
が
軽
減
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
か
か
る
医
療
費
や
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
に
対
し
て
、「
月
単
位
」
の
負
担
軽
減

が
あ
っ
て
も
、な
お
、重
い
負
担
が
残
る
場
合
に
「
年

単
位
」
で
負
担
を
軽
減
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

「
高
額
医
療・高
額
介
護
合
算
療
養
費

制
度
」
の
利
用
方
法
は
？

　

合
算
療
養
費
の
対
象
は
、
８
月
１
日
～
翌
年
７

月
31
日
ま
で
の
間
の
１
年
間
で
、
医
療
保
険
や
介

護
保
険
の
費
用
で
す
。
合
算
で
き
る
条
件
は
、
同

一
世
帯
で
同
じ
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

で
す
か
ら
、
同
居
し
て
い
て
も
夫
婦
別
々
の
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
た
り
、
親
が
75
歳
以
上
で
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
た
り
す
る
と
、

介
護
費
用
を
子
ど
も
が
支
払
っ
て
い
て
も
合
算
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

負
担
限
度
額
は
、
年
齢
や
収
入
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
【
次
ペ
ー
ジ
の
図
表
２
】。
例
え
ば
、
70
歳

未
満
で
年
収
３
７
０
～
７
７
０
万
円
の
場
合
、
最

終
的
に
負
担
し
た
医
療
費
と
介
護
費
の
合
計
が
年

間
67
万
円
を
超
え
る
と
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
高
額
療
養
費
や
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
適

用
を
受
け
た
上
で
、
合
算
療
養
費
の
負
担
限
度
額

67
万
円
以
上
を
満
た
す
と
な
る
と
、
か
な
り
ハ
ー

ド
ル
が
高
そ
う
で
す
よ
ね
。
た
だ
、
負
担
限
度
額

67
万
円
は
月
額
に
換
算
し
て
約
５
・
５
万
円
で
す
。

老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
を
利
用
す
る
の
か
な
ど
、

「
介
護
の
場
所
」
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

医
療
の
場
合
も
、
介
護
の
場
合
も
、
か
か
る

費
用
は
個
々
の
状
況
に
よ
り
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー

ス
で
す
が
、
先
の
デ
ー
タ
を
み
た
限
り
で
は
、

医
療
で
３
０
０
万
円
、
介
護
で
５
０
０
万
円
と

い
っ
た
大
き
な
お
金
が
か
か
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費

制
度
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
制
度
？

　

こ
の
よ
う
に
、
医
療
費
だ
け
で
な
く
介
護
費
用

が
か
か
る
場
合
の
負
担
軽
減
の
し
く
み
と
し
て
、

「
高
額
医
療・高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」（
以
下
、

「
合
算
療
養
費
」）
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
２
０

０
８
年
４
月
か
ら
始
ま
っ
た
比
較
的
新
し
い
制
度

で
、
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己

負
担
の
合
計
額
が
一
定
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の

差
額
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

元
々
、
医
療
保
険
に
は
「
高
額
療
養
費
」、
介
護

保
険
に
は「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」と
い
う
負
担

軽
減
の
し
く
み
が
あ
り
ま
す
。

　
「
高
額
療
養
費
」
は
、
入
院
や
手
術
な
ど
で
高
額

な
医
療
費
が
１
カ
月
に
一
定
の
負
担
限
度
額
を
超

え
た
場
合
、
超
過
分
の
お
金
が
戻
っ
て
く
る
制
度

で
す
。「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」は
、
そ
の
介
護

保
険
版
で
、
同
じ
く
１
カ
月
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

な
ど
が
一
定
の
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
超
過
分

が
戻
っ
て
き
ま
す
。
要
す
る
に
、
医
療
や
介
護
保

険
の
利
用
者
は
、
年
齢
や
所
得
に
応
じ
た
１
～
３

割
の
自
己
負
担
に
加
え
て
、「
月
単
位
」
で
負
担
限

＞＞＞ 介護と家計を考える　

【図表１】��65歳以上の要介護者等の性別にみた介護が必要となった主な原因

出典：�『令和 2年版高齢社会白書』�（内閣府）掲載資料『国民生活基礎調査』（厚生労働省・平成28年）を一部修正

総数 15.1 4.7 10.2 18.7 12.5 13.8 24.9
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合
算
療
養
費
を
利
用
す
る
際
に
は
、
い
く
つ
か

注
意
点
が
あ
り
ま
す
。
主
な
点
は
次
の
通
り
で
す
。

① 

医
療
保
険
ま
た
は
介
護
保
険
の
ど
ち
ら
か
の

自
己
負
担
額
が
ゼ
ロ
の
場
合
は
利
用
で
き
な
い
。

② 

支
給
金
額
が
５
０
０
円
以
下
の
場
合
は
、
支
給

さ
れ
な
い
。

③ 

食
費
・
居
住
費
・
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
の
医
療
・

介
護
保
険
の
適
用
と
な
ら
な
い
費
用
は
対
象
外
。

④ 

70
歳
未
満
の
医
療
費
は
、
高
額
療
養
費
と
同
じ

く
、
２
万
１
０
０
０
円
未
満
は
対
象
外
。

⑤ 

高
額
療
養
費
や
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て

払
い
戻
さ
れ
た
額
は
含
ま
な
い
。

⑥ 

申
請
期
間
は
、
基
準
日
（
毎
年
７
月
31
日
）（
た

だ
し
、
死
亡
の
場
合
は
死
亡
日
）
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
２
年
以
内
。

⑦ 

申
請
書
に
は
、
計
算
期
間
内
に
複
数
の
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
加
入
歴
を
本
人
・

被
扶
養
者
と
も
に
記
入
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

履
歴
を
確
認
し
て
お
く
。

希
望
す
る
介
護
に
よ
っ
て
は
、

公
的
制
度
だ
け
で
は

限
界
が
あ
る
こ
と
も

　
　

　

こ
れ
ま
で
ご
説
明
し
て
き
た
高
額
療
養
費
や
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
合
算
療
養
費
な
ど
の
公
的

制
度
は
、
高
額
な
医
療
や
介
護
の
お
金
に
備
え
る

た
め
に
、
是
非
と
も
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い

マ
ス
ト
ア
イ
テ
ム
で
す
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
公
的
制
度
は
、
利
用
時
の
注

意
点
で
も
列
挙
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
医
療
費

や
介
護
費
が
対
象
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
け
る
と
、
56
万
円
（
所
得
区
分

が
一
般
の
場
合
）
の
世
帯
の
負
担
限

度
額
を
差
し
引
い
た
44
万
円
が
合

算
療
養
費
と
し
て
戻
っ
て
き
ま
す
。

　

申
請
先
は
、
各
自
治
体
の
介
護

保
険
お
よ
び
基
準
日
（
毎
年
７
月

31
日
）
に
加
入
す
る
医
療
保
険
の

担
当
窓
口
で
す
。
該
当
す
る
か
ど

う
か
の
見
極
め
は
難
し
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
迷
っ
た
ら
担
当
窓
口
に
確

認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
連
絡
先
は
、

お
手
持
ち
の
健
康
保
険
証
の
券
面

に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
〇
〇
健
康

保
険
組
合
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
や
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
ご
加
入
の
方

は
、
各
自
治
体
で
介
護
保
険
と
連
携
が
取
ら
れ
て

お
り
、
対
象
者
に
は
お
知
ら
せ
や
申
請
書
が
送
ら

れ
て
き
ま
す
。
申
請
書
に
関
し
て
は
、
医
療
保
険
・

介
護
保
険
と
も
に
、
10
月
以
降
に
自
己
負
担
額
が

確
定
し
、
そ
の
後
に
支
給
手
続
き
を
行
う
た
め
、

送
付
は
12
月
あ
る
い
は
１
月
以
降
と
な
り
ま
す
。

送
付
時
期
等
は
自
治
体
に
よ
っ
て
若
干
異
な
り
ま

す
の
で
、
対
象
に
な
り
そ
う
な
ら
、
そ
の
時
期
の

郵
便
物
に
は
注
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
申
請
手

続
き
が
完
了
す
れ
ば
、
約
２
カ
月
後
に
振
り
込
ま

れ
ま
す
。

「
高
額
医
療
・

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」
を

利
用
す
る
場
合
の
注
意
点
は
？

　
　

抗
が
ん
剤
治
療
を
受
け
て
い
る
が
ん
患
者
さ
ん
の

中
に
は
、
毎
月
こ
れ
く
ら
い
の
額
を
負
担
し
て
い

る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
月
々
の
医
療
費
が
、
高
額
療
養
費
等
の

負
担
限
度
額
に
達
せ
ず
、
適
用
が
受
け
ら
れ
な
い

場
合
も
、
年
間
を
通
じ
て
の
負
担
が
あ
れ
ば
、
合

算
療
養
費
の
適
用
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

も
う
少
し
具
体
的
な
事
例
で
説
明
し
ま
し
ょ
う

【
図
表
３
】。
夫
婦
と
も
70
歳
以
上
の
方
で
、
夫
は

要
介
護
状
態
に
な
り
、
介
護
施
設
に
入
所
し
て
医

療
費
５
万
円
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
45
万
円
、
妻
は

が
ん
で
入
退
院
を
繰
り
返
し
医
療
費
45
万
円
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
５
万
円
が
か
か
っ
て
い
る
場
合
、

そ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
世
帯
の
負
担
額
は
１
０
０

万
円
で
す
。
そ
れ
が
合
算
療
養
費
制
度
の
適
用
を

所得区分 70歳以上
の方※2

70歳未満
の方※2

年収約1160万円～
　標準報酬月額83万円以上
　課税所得690万円以上

212万円 212万円

年収約770万円～1160万円
　標準報酬月額53～79万円
　課税所得380万円以上

141万円 141万円

年収約370万～770万円
　標準報酬月額28～50万円
　課税所得145万円以上

67万円 67万円

一般（年収約156万～370万円）
　健保：標準報酬月額26万円以下
　国保・後期高齢者医療保険：
　　　　課税所得145万円未満※1

56万円 60万円

市町村民税世帯非課税 31万円
34万円市町村民税世帯非課税

　（所得が一定以下） 19万円※3

【図表２】��高額医療・高額介護合算療養費制度
世帯の負担限度額

※１　�収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合
及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

※２　�対象世帯に70～74歳の方と70歳未満の方が混在する場合、まず70～
74歳の方の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未
満の方の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。

※３　介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
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医
療
費
に
つ
い
て
は
、先
進
医
療
や
自

由
診
療
な
ど
の
保
険
適
用
外
の
医
療

を
受
け
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
し
、

治
療
に
専
念
す
る
た
め
個
室
に
入
り

た
い
と
い
う
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
病
院
に
支
払
う
医
療
費
以

外
に
通
院
の
た
め
の
交
通
費
や
宿
泊

費
、
健
康
維
持
の
た
め
の
健
康
食
品

や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に
費
用
を
か
け
る

方
も
い
ま
す
。

　

介
護
費
に
つ
い
て
は
、
要
介
護
度

に
応
じ
て
支
給
限
度
額
が
決
ま
っ
て

お
り
、
そ
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
原
則

１
割
の
自
己
負
担
で
済
み
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
を
超
え
て
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
場
合
（
上
乗
せ
サ
ー
ビ

ス
）
や
、
介
護
タ
ク
シ
ー
、
配
食
サ

ー
ビ
ス
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
場
合
（
横
出
し
サ
ー
ビ
ス
）
は
、

全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
医
療
や
介
護
を
ご
自
分

の
希
望
で
充
実
さ
せ
た
い
、
あ
る
い

は
選
択
肢
の
幅
を
広
げ
た
い
の
で
あ

れ
ば
、
公
的
制
度
だ
け
で
は
十
分
と

は
い
え
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
公
的
介
護
保
険
の
場
合
、

給
付
の
対
象
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
も

要
注
意
で
す
。
原
則
と
し
て
、
公
的

介
護
保
険
の
加
入
者
は
40
歳
以
上
で

す
。
そ
し
て
、
第
１
号
被
保
険
者

（
65
歳
以
上
）
と
第
２
号
被
保
険
者

（
40
歳
以
上
65
歳
未
満
）
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、

第
２
号
被
保
険
者
は
、
が
ん
や
関
節
リ
ウ
マ
チ
、

若
年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
症
な
ど
16
種
類
の
特
定

疾
病
で
要
介
護
状
態
に
な
ら
な
け
れ
ば
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
30
歳
で
が
ん
を
発
症
し

て
要
介
護
状
態
に
な
っ
た
り
、
50
歳
で
交
通
事
故

に
よ
り
半
身
不
随
に
な
っ
て
も
、
公
的
介
護
サ
ー

ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
要
介
護
状
態
に
な
れ

ば
公
的
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
と
思
っ
て

い
る
方
は
多
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
実
際
そ
う
い
う

状
況
に
お
か
れ
て
初
め
て
公
的
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
愕
然
と
な
り
ま
す
。

民
間
保
険
を
活
用
し
た
解
決
法

　

そ
こ
で
活
用
し
た
い
の
が
民
間
保
険
の
活
用
で

す
。
そ
も
そ
も
、
民
間
保
険
の
役
割
は
公
的
保
険

を
補
完
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

介
護
の
例
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
民
間
の
介

護
保
険
は
、
所
定
の
要
介
護
状
態
と
な
っ
た
場
合

に
給
付
金
が
受
け
ら
れ
る
商
品
で
す
。
公
的
介
護

保
険
は
「
現
物4

給
付
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
民
間

の
介
護
保
険
は
「
現
金4

給
付
」
と
な
り
ま
す
の
で
、

年
齢
を
問
わ
ず
、
条
件
を
満
た
せ
ば
一
定
の
給
付

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
認
知
症
に
特
化
し
た
介
護
保
険
が

発
売
さ
れ
る
な
ど
、
高
齢
者
の
増
加
に
伴
い
、
介

護
リ
ス
ク
に
対
応
し
た
民
間
の
介
護
保
険
は
注
目

分
野
の
一
つ
で
す
。
そ
し
て
、
介
護
保
険
も
他
の

生
命
保
険
と
同
じ
く
、
加
入
の
目
的
や
保
障
期
間
、

給
付
金
の
受
取
期
間
等
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ

り
、
給
付
条
件
も
各
社
で
異
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ま
と
ま
っ
た
お
金
が
受
け
取
れ
る
一

時
金
タ
イ
プ
の
民
間
の
介
護
保
険
で
あ
れ
ば
、
預

貯
金
の
よ
う
に
、
介
護
用
品
の
購
入
や
住
宅
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
の
工
事
費
用
、
介
護
施
設
へ
の
入
所
一

時
金
な
ど
、
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、

介
護
費
用（
支
出
）だ
け
で
な
く
、
介
護
に
よ
っ
て

減
少
し
た
本
人
あ
る
い
は
家
族
の
収
入
の
補
て
ん

分
と
し
て
充
当
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

民
間
の
介
護
保
険
を
選
ぶ
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の

通
り
で
す
。

①
貯
蓄
性
の
有
無
（
貯
蓄
型
・
掛
け
捨
て
型
）

②
受
取
方
法
（
一
時
金
・
年
金
・
併
用
）

③
保
険
期
間
（
終
身
型
・
定
期
型
）

④
給
付
条
件
の
違
い

　
（
公
的
介
護
保
険
連
動
型
・
独
自
型
）

⑤
付
帯
す
る「
特
約
」（
保
険
料
払
込
免
除
特
約
等
）

　

民
間
の
介
護
保
険
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
、
夫

に
死
亡
保
険
（
終
身
保
険
や
定
期
保
険
）を
か
け
て

お
い
て
、
夫
の
死
亡
後
に
そ
の
保
険
金
で
妻
の
介
護

費
用
を
ま
か
な
う
と
い
っ
た
方
法
や
、
貯
蓄
性
の
あ

る
終
身
保
険
を
解
約
し
、
解
約
返へ

ん
れ
い
き
ん

戻
金
を
介
護
費

用
の
原
資
と
す
る
方
法
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
昨
今
の
高
齢
者
の
増
加
で
、

公
的
な
医
療
保
険
・
介
護
保
険
は
改
正
が
相
次
い

で
お
り
、
そ
の
頻
度
は
増
し
て
い
ま
す
。
保
障
の

ベ
ー
ス
に
な
る
公
的
制
度
の
給
付
内
容
を
正
し
く

理
解
し
、
不
足
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
民
間
の

介
護
保
険
な
ど
も
活
用
し
な
が
ら
早
め
に
備
え
て

お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

＞＞＞ 介護と家計を考える　

【図表３】
��夫婦とも70歳以上の事例
（所得区分：一般の世帯）

　夫（74歳）世帯主
　要介護度４で介護施設に入所
　医療費　　　　　  5万円
　介護サービス費　45万円
　自己負担の合計　50万円

　妻（72歳）
　がんで入退院を繰り返す
　医療費　　　　　45万円
　介護サービス費　  5万円
　自己負担の合計　50万円

①医療費50万円＋介護サービス費50万円＝世帯の負担額100万円
②世帯の負担額100万円－合算療養費制度による世帯の負担限度額56万円
　　＝44万円が超過
③超過分44万円は、医療と介護で按分して、それぞれの保険者から支給される
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